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海
洋
汚
染
等
及
び
海
上
災
害
の
防
止
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
及
び
海
洋
汚
染
防
止
設
備
等
、
海
洋
汚
染
防
止
緊
急
措
置
手
引
書
等
及
び
大
気
汚
染
防
止
検
査
対
象
設
備
に
関
す
る

技
術
上
の
基
準
に
関
す
る
省
令
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令
案
新
旧
対
照
条
文

○
海
洋
汚
染
等
及
び
海
上
災
害
の
防
止
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
（
昭
和
四
十
六
年
運
輸
省
令
第
三
十
八
号
）
（
抄
）
（
第
一
条
関
係
）

（
傍
線
の
部
分
は
改
正
部
分
）

改

正

案

現

行

（
令
第
一
条
の
八
第
一
項
第
四
号
の
国
土
交
通
省
令
で
定
め
る
装
置
）

（
令
第
一
条
の
八
第
一
項
第
四
号
の
国
土
交
通
省
令
で
定
め
る
装
置
）

第
四
条

海
洋
汚
染
等
及
び
海
上
災
害
の
防
止
に
関
す
る
法
律
施
行
令
（
昭
和
四
十
六

第
四
条

海
洋
汚
染
等
及
び
海
上
災
害
の
防
止
に
関
す
る
法
律
施
行
令
（
昭
和
四
十
六

年
政
令
第
二
百
一
号
。
以
下
「
令
」
と
い
う
。
）
第
一
条
の
八
第
一
項
第
四
号
の
国

年
政
令
第
二
百
一
号
。
以
下
「
令
」
と
い
う
。
）
第
一
条
の
八
第
一
項
第
四
号
の
国

土
交
通
省
令
で
定
め
る
装
置
は
、
次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
船
舶
の
区
分
に
応
じ
、

土
交
通
省
令
で
定
め
る
装
置
は
、
次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
船
舶
の
区
分
に
応
じ
、

そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
装
置
と
す
る
。

そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
装
置
と
す
る
。

船
舶
の
区
分

装
置

船
舶
の
区
分

装
置

一

総
ト
ン
数
一
万
ト
ン
（

油
水
分
離
装
置
（
海
洋
汚
染
防
止
設
備
等
、
海
洋
汚

一

総
ト
ン
数
一
万
ト
ン
（

油
水
分
離
装
置
（
海
洋
汚
染
防
止
設
備
等
、
海
洋
汚

令
別
表
第
一
の
五
に
掲
げ

染
防
止
緊
急
措
置
手
引
書
等
及
び
大
気
汚
染
防
止
検

令
別
表
第
一
の
五
に
掲
げ

染
防
止
緊
急
措
置
手
引
書
等
及
び
大
気
汚
染
防
止
検

る
海
域
（
南
極
海
域
を
除

査
対
象
設
備
に
関
す
る
技
術
上
の
基
準
等
に
関
す
る

る
地
中
海
海
域
、
バ
ル
テ

査
対
象
設
備
に
関
す
る
技
術
上
の
基
準
等
に
関
す
る

く
。
）
に
あ
つ
て
は
、
総

省
令
（
昭
和
五
十
八
年
運
輸
省
令
第
三
十
八
号
。
以

ィ
ッ
ク
海
海
域
、
黒
海
海

省
令
（
昭
和
五
十
八
年
運
輸
省
令
第
三
十
八
号
。
以

ト
ン
数
四
百
ト
ン
）
以
上

下
「
技
術
基
準
省
令
」
と
い
う
。
）
第
五
条
第
一
項

域
及
び
北
西
ヨ
ー
ロ
ッ
パ

下
「
技
術
基
準
省
令
」
と
い
う
。
）
第
五
条
第
一
項

の
船
舶

に
規
定
す
る
油
水
分
離
装
置
を
い
う
。
以
下
同
じ
。

海
域
（
次
号
に
お
い
て
「

に
規
定
す
る
油
水
分
離
装
置
を
い
う
。
以
下
同
じ
。

）
及
び
ビ
ル
ジ
用
濃
度
監
視
装
置
（
技
術
基
準
省
令

地
中
海
海
域
等
」
と
い
う

）
及
び
ビ
ル
ジ
用
濃
度
監
視
装
置
（
技
術
基
準
省
令

第
七
条
第
一
項
に
規
定
す
る
ビ
ル
ジ
用
濃
度
監
視
装

。
）
に
あ
つ
て
は
、
総
ト

第
七
条
第
一
項
に
規
定
す
る
ビ
ル
ジ
用
濃
度
監
視
装

置
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）

ン
数
四
百
ト
ン
）
以
上
の

置
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）

船
舶

二

総
ト
ン
数
一
万
ト
ン
（

油
水
分
離
装
置
（
法
第
五
条
の
三
第
二
項
た
だ
し
書

二

総
ト
ン
数
一
万
ト
ン
（

油
水
分
離
装
置
（
法
第
五
条
の
三
第
二
項
た
だ
し
書

令
別
表
第
一
の
五
に
掲
げ

の
規
定
に
よ
り
燃
料
油
タ
ン
ク
に
積
載
し
た
水
バ
ラ

地
中
海
海
域
等
に
あ
つ
て

の
規
定
に
よ
り
燃
料
油
タ
ン
ク
に
積
載
し
た
水
バ
ラ

る
海
域
（
南
極
海
域
を
除

ス
ト
を
排
出
す
る
場
合
に
あ
つ
て
は
、
油
水
分
離
装

は
、
総
ト
ン
数
四
百
ト
ン

ス
ト
を
排
出
す
る
場
合
に
あ
つ
て
は
、
油
水
分
離
装

く
。
）
に
あ
つ
て
は
、
総

置
及
び
ビ
ル
ジ
用
濃
度
監
視
装
置
）

）
未
満
の
船
舶

置
及
び
ビ
ル
ジ
用
濃
度
監
視
装
置
）

ト
ン
数
四
百
ト
ン
）
未
満

の
船
舶
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２
・
３

（
略
）

２
・
３

（
略
）

○
海
洋
汚
染
防
止
設
備
等
、
海
洋
汚
染
防
止
緊
急
措
置
手
引
書
等
及
び
大
気
汚
染
防
止
検
査
対
象
設
備
に
関
す
る
技
術
上
の
基
準
に
関
す
る
省
令
（
昭
和
五
十
八
年
運
輸
省
令
第
三
十

八
号
）
（
抄
）
（
第
二
条
関
係
）

（
傍
線
の
部
分
は
改
正
部
分
）

改

正

案

現

行

（
ビ
ル
ジ
等
排
出
防
止
設
備
）

（
ビ
ル
ジ
等
排
出
防
止
設
備
）

第
四
条

（
略
）

第
四
条

（
略
）

２

前
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
総
ト
ン
数
四
百
ト
ン
以
上
一
万
ト
ン
未
満
の
船
舶

２

前
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
総
ト
ン
数
四
百
ト
ン
以
上
一
万
ト
ン
未
満
の
船
舶

で
あ
つ
て
専
ら
政
令
別
表
第
一
の
五
に
掲
げ
る
海
域
（
南
極
海
域
を
除
く
。
）
を
航

で
あ
つ
て
専
ら
政
令
別
表
第
一
の
五
に
掲
げ
る
地
中
海
海
域
、
バ
ル
テ
ィ
ッ
ク
海
海

行
す
る
も
の
に
は
、
前
項
に
規
定
す
る
装
置
の
ほ
か
ビ
ル
ジ
用
濃
度
監
視
装
置
を
設

域
、
黒
海
海
域
及
び
北
西
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
海
域
を
航
行
す
る
も
の
に
は
、
前
項
に
規
定

置
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

す
る
装
置
の
ほ
か
ビ
ル
ジ
用
濃
度
監
視
装
置
を
設
置
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

３

（
略
）

３

（
略
）


